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市第69号議案 

   横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境 

の保全等に関する条例の一部改正 

 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成26年９月３日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境 

の保全等に関する条例の一部を改正する条例 

 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等

に関する条例（平成５年６月横浜市条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「建築主」を「建築主等」に、「・第15条」を「―第15条

の２」に、「第26条」を「第26条の２」に改める。 

 第１条中「建築主」を「建築主等」に改め、「建築計画」の次に

「又は解体工事計画」を加え、「及び開発事業」を「又は既存建築

物の解体工事及び開発事業」に改める。 

 第２条第２項第５号中「合計」の次に「。第11条第１項後段にお

いて同じ。」を加え、同項第８号イただし書中「、商業地域」の次

に「、準工業地域（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最

高限度が10分の20を超える場合に限る。）」を加え、同項第９号中

「次に掲げる者」を「近隣住民以外の者であって、次に掲げるもの

」に改め、同項に次の４号を加える。 

 (15) 既存建築物の解体工事 中高層建築物等の敷地となるべき土
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地に現に存する建築物（主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄

骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものに限る。）の全部又は

一部を取り壊す工事をいう。 

 (16) 解体工事発注者 既存建築物の解体工事の請負契約の注文者

をいう。 

 (17) 解体工事施工者 解体工事発注者から既存建築物の解体工事

を請け負った者又は請負契約によらないで自ら既存建築物の解

体工事をする者をいう。 

 (18) 解体工事計画 既存建築物の解体工事に係る計画をいう。 

 第２条第３項中「建築又は」を「建築若しくは既存建築物の解体

工事又は」に、「又は周辺住民」を「若しくは周辺住民」に、「建

築主又は」を「建築主若しくは」に改め、「同じ。）」の次に「、

解体工事発注者若しくは解体工事施工者」を加え、「と開発事業者

又は」を「と開発事業（特定大規模開発事業を除く。）に係る開発

事業者若しくは」に、「及び地域住民」を「又は地域住民」に、「

又は工事施工者と」を「若しくは工事施工者と」に改める。 

 第３条第４項中「定められた区域」の次に「（これらの地域又は

区域において都市再生特別措置法第36条第１項の規定により都市計

画に都市再生特別地区が定められた場合にあっては、当該都市再生

特別地区として定められた区域を除く。）」を加える。 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 中高層建築物等の建築主、解体工事発注者及び解体工事施工者

は、既存建築物の解体工事に当たっては、周辺の住環境に十分配

慮し、安全で快適な住環境の保全に努めなければならない。 

 第６条中「工事施工者」の次に「、解体工事発注者、解体工事施
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工者」を、「地域住民」の次に「（以下「紛争当事者」という。）

」を加える。 

 第２章の章名中「建築主」を「建築主等」に改める。 

 第８条中「工事施工者」の次に「、解体工事発注者並びに解体工

事施工者」を加える。 

第10条中第３項を第４項とし、同条第２項中「建築主は、」の次

に「第１項又は」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 中高層建築物等の建築主は、前項に規定する標識を設置した場

合において、当該中高層建築物等の建築に既存建築物の解体工事

を伴うときは、近隣住民及び周辺住民に解体工事計画の周知を図

るため、規則で定めるところにより、当該解体工事計画の概要を

表示した標識を設置しなければならない。 

 第11条第１項に後段として次のように加える。 

  この場合において、当該中高層建築物等の敷地の全部又は一部

が住居系地域（用途地域の指定のない区域を除く。）内にあり、

かつ、当該中高層建築物等の延べ面積が 2,000 平方メートルを超

えるときは、当該建築主は、当該説明を説明会（当該建築主が法

人であるときは、その代表者又は当該中高層建築物等の建築計画

に携わる当該法人の社員若しくは職員が出席するものに限る。）

の開催により行わなければならない。 

 第11条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「工事施工者」

の次に「、解体工事発注者又は解体工事施工者」を加え、同項を同

条第４項とし、同条第２項中「について、近隣住民以外の」を「又

は解体工事計画について、」に改め、「ときは、」の次に「第１項
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又は」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 中高層建築物等の建築主は、当該中高層建築物等の建築に既存

建築物の解体工事を伴う場合においては、次条の規定による市長

への報告を行う前で、かつ、既存建築物の解体工事の着手前に、

近隣住民に解体工事計画の概要その他の規則で定める事項を説明

しなければならない。 

 第12条第１項中「前条第３項」を「前条第４項」に改め、同条第

２項中「第10条第２項」を「第10条第３項」に改める。 

 第13条第３項を削る。 

 第14条第１項中「近隣住民、周辺住民、近接住民又は地域住民及

び中高層建築物等の建築主、開発事業者又は工事施工者（以下「紛

争当事者」という。）」を「紛争当事者」に改め、同条第３項中「

建築工事」の次に「、既存建築物の解体工事」を加え、同項ただし

書中「工事により発生した騒音及び振動、じんあいの飛散その他」

を削る。 

 第５章中第15条の次に次の１条を加える。 

 （あっせんの非公開） 

第15条の２ あっせんの手続は、公開しない。 

 第25条を次のように改める。 

第25条 削除 

 第６章中第26条の次に次の１条を加える。 

 （調停の非公開） 

第26条の２ 調停の手続は、公開しない。 

 第27条第１項中「第10条第１項」の次に「又は第２項」を加え、
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同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、第11条の規定による説明を行わない者に対し、期限を

付して説明するよう命ずることができる。 

 第28条第１項中「前条第１項又は第２項」を「前条」に改め、同

条の次に次の１条を加える。 

 （建築士及び弁護士による助言） 

第28条の２ 横浜市は、紛争の未然の防止及び解決のために、近隣

住民及び周辺住民の求めに応じて建築士及び弁護士に助言を行わ

せる場を設けることができる。 

第31条第１項第２号中「第２項」を「第３項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市中高層建築物等の建築及び開発

事業に係る住環境の保全等に関する条例（以下「新条例」という

。）の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第10条第３項の

規定により標識の設置に関する届出書を提出する中高層建築物等

の建築について適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市

中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関す

る条例第10条第２項の規定により標識の設置に関する届出書を提

出した中高層建築物等の建築については、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

一定の規模以上の中高層建築物等の建築計画に関する説明会の開
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催、既存建築物の解体工事に係る近隣住民への周知等に関する規定

を設けるため、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住

環境の保全等に関する条例の一部を改正したいので提案する。 



市第 69 号 

237 

 参  考  

   横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 に 係 る 住 環 境 

の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

目 次 

      （ 第 １ 章 省 略 ） 

     建 築 主 等 
第 ２ 章      の 配 慮 等 （ 第 ７ 条 ― 第 ９ 条 ） 

     建 築 主 

   （ 第 ３ 章 及 び 第 ４ 章 省 略 ） 

             ― 第 15 条 の ２ 
第 ５ 章  あ っ せ ん （ 第 14 条       ） 

             ・ 第 15 条 

             第 26 条 の ２ 
第 ６ 章  調 停 （ 第 16 条 ―      ） 

            第 26 条 

（ 第 ７ 章 か ら 附 則 ま で 省 略 ） 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 関 し 、 横 浜 市 等 の 責 

   建 築 主 等               又 は 解 体 工 事 計 画 
務 、     が 配 慮 す べ き 事 項 及 び 建 築 計 画         の 

   建 築 主 

                           又 は 既 
 周 知 手 続 に つ い て 定 め る と と も に 、 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 
                           及 び 開 

 存 建 築 物 の 解 体 工 事 及 び 開 発 事 業 
               に 係 る 紛 争 に つ い て の あ っ せ ん 
発 事 業 

及 び 調 停 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 良 好 な 近 隣 関 係

を 保 持 し 、 併 せ て 安 全 で 快 適 な 住 環 境 の 保 全 及 び 形 成 を 図 る こ と

を 目 的 と す る 。 

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

(5)  大 規 模 建 築 物  住 居 系 地 域 内 に あ る 建 築 物 （ そ の 一 部 が 住 居
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系 地 域 内 に あ る も の を 含 む 。） で 、 そ の 延 べ 面 積 （ 同 一 敷 地 内

に ２ 以 上 の 建 築 物 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 延 べ 面 積 の 合 計 

  。 第 11 条 第 １ 項 後 段 に お い て 同 じ 。 
                  ） が 1,000 平 方 メ ー ト ル を 超 
 

  え る も の の う ち 、 中 高 層 建 築 物 以 外 の 建 築 物 を い う 。 

（ 第 ６ 号 及 び 第 ７ 号 省 略 ） 

(8)  近 隣 住 民  次 に 掲 げ る 者 を い う 。 

   （ ア 省 略 ） 

イ  中 高 層 建 築 物 の 外 壁 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か ら の 水 平 距

離 が 当 該 中 高 層 建 築 物 の 高 さ の ２ 倍 以 内 の 範 囲 で 、 か つ 、 当

該 中 高 層 建 築 物 （ 当 該 中 高 層 建 築 物 に 附 属 す る 看 板 、 広 告 塔

そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物 を 含 む 。） に よ り 冬 至 日 の 真 太

陽 時 に よ る 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ３ 時 ま で の 間 に 日 影 を 生 ず る 範

囲 に お い て 、 土 地 を 所 有 す る 者 又 は 建 築 物 の 全 部 若 し く は 一

部 を 占 有 若 し く は 所 有 す る 者 。 た だ し 、 土 地 又 は 建 築 物 の 全

部 が 近 隣 商 業 地 域 （ 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割

合 の 最 高 限 度 が 10 分 の 20 を 超 え る 場 合 に 限 る 。）、 商 業 地 域 

、 準 工 業 地 域 （ 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 の 
    

最 高 限 度 が 10 分 の 20 を 超 え る 場 合 に 限 る 。）  
                                                         、 工 業 地 域 又 は 

 

工 業 専 用 地 域 に あ る 場 合 の 当 該 土 地 の 所 有 者 又 は 当 該 建 築 物

の 所 有 者 若 し く は 占 有 者 を 除 く 。 

        近 隣 住 民 以 外 の 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の 
 (9)  周 辺 住 民                      を い 

     次 に 掲 げ る 者 

  う 。 

   （ ア か ら オ ま で 及 び 第 10 号 か ら 第 14 号 ま で 省 略 ） 

(15)  既 存 建 築 物 の 解 体 工 事  中 高 層 建 築 物 等 の 敷 地 と な る べ き 土 
 

  地 に 現 に 存 す る 建 築 物 （ 主 要 構 造 部 が 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 
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  骨 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の も の に 限 る 。） の 全 部 又 は 
 

  一 部 を 取 り 壊 す 工 事 を い う 。 
 

(16)  解 体 工 事 発 注 者  既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 の 請 負 契 約 の 注 文 者 
    

を い う 。 
 

(17)  解 体 工 事 施 工 者  解 体 工 事 発 注 者 か ら 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 
   

を 請 け 負 っ た 者 又 は 請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら 既 存 建 築 物 の 解 
   

体 工 事 を す る 者 を い う 。 
 

(18)  解 体 工 事 計 画  既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 に 係 る 計 画 を い う 。 
 

                       建 築 若 し く 
３  こ の 条 例 に お い て 「 紛 争 」 と は 、 中 高 層 建 築 物 等 の 
                         建 築 又 は 

は 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 又 は 
              開 発 事 業 に 伴 っ て 生 ず る 住 環 境 に 及 
   

             若 し く は 周 辺 住 民           
 ぼ す 影 響 に 関 す る 近 隣 住 民         と 中 高 層 建 築 物 等 の 
             又 は 周 辺 住 民            

 建 築 主 若 し く は 
        工 事 施 工 者 （ 開 発 事 業 に あ っ て は 、 開 発 事 業 に 関 
 建 築 主 又 は 

                   、 解 体 工 事 発 注 者 若 し く 
す る 工 事 の 請 負 人 を 含 む 。 以 下 同 じ 。）  

 

 は 解 体 工 事 施 工 者      と 開 発 事 業 （ 特 定 大 規 模 開 発 事 業 を 
         、 近 接 住 民 
              と 開 発 事 業 者 又 は 

 除 く 。） に 係 る 開 発 事 業 者 若 し く は      又 は 地 域 住 民 
                 工 事 施 工 者       と 特 
                      及 び 地 域 住 民 

                 若 し く は 工 事 施 工 者 と 
 定 大 規 模 開 発 事 業 に 係 る 開 発 事 業 者           の 間 の 
                 又 は 工 事 施 工 者 と 

 紛 争 を い う も の と す る 。 

（ 適 用 除 外 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  工 業 専 用 地 域 、 用 途 地 域 の 指 定 の な い 区 域 （ 公 有 水 面 埋 立 法 第

２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 免 許 を 受 け た 埋 立 区 域 及 び 同 法 第 42 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 受 け た 埋 立 区 域 に 限 る 。） 又 は 港 湾 法 （

昭 和 25 年 法 律 第 218 号 ） 第 39 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 分 区 が 定 め ら 

     （ こ れ ら の 地 域 又 は 区 域 に お い て 都 市 再 生 特 別 措 置 法 第 
れ た 区 域 
 

36 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 に 都 市 再 生 特 別 地 区 が 定 め ら れ 
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た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 都 市 再 生 特 別 地 区 と し て 定 め ら れ た 区 域 
 

を 除 く 。）  
     内 に 中 高 層 建 築 物 等 を 建 築 す る 場 合 に あ っ て は 、 第 ４ 
 

章 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

   （ 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 建 築 主 等 の 責 務 ） 

第 ５ 条  （ 第 1 項 省 略 ）             

２  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 、 解 体 工 事 発 注 者 及 び 解 体 工 事 施 工 者 
 

 は 、 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 に 当 た っ て は 、 周 辺 の 住 環 境 に 十 分 配 
 

 慮 し 、 安 全 で 快 適 な 住 環 境 の 保 全 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 自 主 的 解 決 ） 

第 ６ 条  紛 争 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 紛 争 の 当 事 者 で あ る 建 

               、 解 体 工 事 発 注 者 、 解 体 工 事 施 工 
 築 主 、 開 発 事 業 者 、 工 事 施 工 者 
  

 者                      （ 以 下 「 紛 争 当 
  、 近 隣 住 民 、 周 辺 住 民 、 近 接 住 民 及 び 地 域 住 民 
  

事 者 」 と い う 。）  
         は 、 相 互 の 立 場 を 尊 重 し 、 自 主 的 に 解 決 す る よ 
  

う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

      建 築 主 等 
第 ２ 章      の 配 慮 等 

      建 築 主 

 （ 工 事 中 の 措 置 ） 

                             、 
第 ８ 条  中 高 層 建 築 物 又 は 大 規 模 建 築 物 の 建 築 主 及 び 工 事 施 工 者 
                       

 解 体 工 事 発 注 者 並 び に 解 体 工 事 施 工 者 
                  は 、 当 該 工 事 の 実 施 に よ り 
  

 周 辺 の 住 環 境 に 及 ぼ す 影 響 を 最 小 限 に と ど め る た め 、 工 事 に よ り

発 生 す る 騒 音 及 び 振 動 の 低 減 、 じ ん あ い の 飛 散 防 止 そ の 他 必 要 な

措 置 を 採 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

                           、 解 体 
２  中 高 層 建 築 物 又 は 大 規 模 建 築 物 の 建 築 主 及 び 工 事 施 工 者 
                     

 工 事 発 注 者 並 び に 解 体 工 事 施 工 者 
                は 、 工 事 用 車 両 が 学 校 そ の 他 の 
  

 規 則 で 定 め る 施 設 （ 以 下 「 学 校 等 」 と い う 。） の 通 学 路 等 （ 生 徒
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、 児 童 そ の 他 学 校 等 を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 生 徒 等 」 と い う 。） が

学 校 等 へ 通 う 経 路 と し て 専 ら 通 行 し て い る 道 路 を い う 。 以 下 同 じ

。） を 通 行 す る こ と に よ り 当 該 通 学 路 等 を 利 用 す る 生 徒 等 の 安 全

に 支 障 が 生 ず る と 予 測 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 生 徒 等 の 安 全 を 確

保 す る た め 適 切 な 措 置 を 採 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 標 識 の 設 置 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、 前 項 に 規 定 す る 標 識 を 設 置 し た 場 
 

 合 に お い て 、 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 
 

 を 伴 う と き は 、 近 隣 住 民 及 び 周 辺 住 民 に 解 体 工 事 計 画 の 周 知 を 図 
 

 る た め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 解 体 工 事 計 画 の 概 要 を 
 

 表 示 し た 標 識 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 
 

３               第 １ 項 又 は 
  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、      前 項 の 規 定 に よ り 標 識 
２               

を 設 置 し た と き は 、 速 や か に 、 標 識 の 設 置 に 関 す る 届 出 書 を 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

４  
  （ 本 文 省 略 ） 
３  

（ 計 画 の 説 明 ） 

第 11 条  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、 次 条 の 規 定 に よ る 市 長 へ の 報

告 を 行 う 前 に 、 近 隣 住 民 に 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 計 画 の 概 要 

                                                                     こ の 場 合 
そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 

 

に お い て 、 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 敷 地 の 全 部 又 は 一 部 が 住 居 系 地 
 

域 （ 用 途 地 域 の 指 定 の な い 区 域 を 除 く 。） 内 に あ り 、 か つ 、 当 該 
 

中 高 層 建 築 物 等 の 延 べ 面 積 が 2,000 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 、 
 

当 該 建 築 主 は 、 当 該 説 明 を 説 明 会 （ 当 該 建 築 主 が 法 人 で あ る と き 
 

は 、 そ の 代 表 者 又 は 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 計 画 に 携 わ る 当 該 
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法 人 の 社 員 若 し く は 職 員 が 出 席 す る も の に 限 る 。） の 開 催 に よ り 
 

行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 既 存 
 

 建 築 物 の 解 体 工 事 を 伴 う 場 合 に お い て は 、 次 条 の 規 定 に よ る 市 長 
  

 へ の 報 告 を 行 う 前 で 、 か つ 、 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 の 着 手 前 に 、 
  

 近 隣 住 民 に 解 体 工 事 計 画 の 概 要 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 説 明 
  

 し な け れ ば な ら な い 。 
  

３                             又 
  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、 当 該 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 計 画 
２                             に 

 は 解 体 工 事 計 画 に つ い て 、 
            周 辺 住 民 か ら 説 明 を 求 め ら れ た と き は 
つ い て 、 近 隣 住 民 以 外 の                       

  第 １ 項 又 は 
 、      前 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 
   

。 

４                           若 し く 
  第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 中 高 層 建 築 物   
３                           又 は 

 は           若 し く は      、 解 体 工 事 発 注 者 又 
  大 規 模 建 築 物 の 建 築 主     工 事 施 工 者 
            又 は 

 は 解 体 工 事 施 工 者 
         は 、 学 校 等 の 管 理 者 に 対 し 、 あ ら か じ め 、 工 事 
           

用 車 両 の 通 学 路 等 の 通 行 が 予 定 さ れ て い る 期 間 、 車 両 台 数 、 主 な

通 行 時 間 帯 及 び 安 全 を 確 保 す る た め に 採 る 措 置 の 内 容 を 説 明 し な

け れ ば な ら な い 。 

 （ 報 告 ） 

第 12 条  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 配 慮 し た

内 容 、 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 採 っ た 措 置 の 内 容 及 び 前 条 の 規 定 に よ 

           前 条 第 ４ 項 
 り 行 っ た 説 明 の 状 況 （      の 規 定 に 基 づ く 説 明 に つ い て は 
           前 条 第 ３ 項 

 、 そ の 予 定 ） を 記 載 し た 報 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い

。 

          第 10 条 第 ３ 項 
２  前 項 の 報 告 書 は 、       の 届 出 書 を 市 長 に 提 出 し た 日 か 
          第 10 条 第 ２ 項 

 ら 起 算 し て 20 日 を 経 過 し た 日 以 降 で 、 か つ 、 次 に 掲 げ る 日 の う ち
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最 も 早 い 日 の 30 日 （ 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 計 画 に お け る 当 該 計 画

部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 200 平 方 メ ー ト ル 以 下 の も の に あ っ て は 、

20 日 ） 前 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

（ 審 査 ） 

第 13 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

                                  
３  市 長 は 、 前 項 の 期 間 内 に 審 査 を 終 了 す る こ と が で き な い 正 当 な 

                               
理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 理 由 を 付 し 、 当 該 期 間 内 に 、 文 

                         
 書 を も っ て そ の 旨 を 建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ あ っ せ ん ） 

  紛 争 当 事 者                  
第 14 条  市 長 は 、 
        近 隣 住 民 、 周 辺 住 民 、 近 接 住 民 又 は 地 域 住 民 及 び 

                               
 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 、 開 発 事 業 者 又 は 工 事 施 工 者 （ 以 下 「 紛 

            
           の 双 方 か ら 紛 争 の 調 整 の 申 出 が あ っ た と き 
 争 当 事 者 」 と い う 。）  

は 、 あ っ せ ん を 行 う 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

                             、 
３  前 ２ 項 の 申 出 は 、 当 該 紛 争 に 係 る 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 工 事 
  

 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 
           又 は 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 の 着 手 前 に 行 わ 
  

                               
 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 
              工 事 に よ り 発 生 し た 騒 音 及 び 振 動 、 

            
           工 事 の 実 施 に 係 る 紛 争 そ の 他 規 則 で 定 め る 
 じ ん あ い の 飛 散 そ の 他 

 紛 争 に つ い て は 当 該 工 事 の 完 了 時 ま で に 、 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 電

波 の 受 信 障 害 に 係 る 紛 争 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 紛 争 に つ い て

は 当 該 工 事 の 完 了 時 か ら １ 年 以 内 に 申 出 を 行 う こ と が で き る 。 

   （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

（ あ っ せ ん の 非 公 開 ） 
   

第 15 条 の ２  あ っ せ ん の 手 続 は 、 公 開 し な い 。 
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 （ 委 員 会 等 の 非 公 開 ） 

    削 除                         
第 25 条 
    委 員 会 及 び 小 委 員 会 の 行 う 調 停 の 手 続 は 、 公 開 し な い 。 た 

                               
 だ し 、 委 員 会 及 び 小 委 員 会 が 相 当 で あ る と 認 め る 者 は 、 こ れ を 傍 

            
 聴 す る こ と が で き る 。 

（ 調 停 の 非 公 開 ） 
   

第 26 条 の ２  調 停 の 手 続 は 、 公 開 し な い 。 
   

（ 措 置 命 令 ） 

                   又 は 第 ２ 項 
第 27 条  市 長 は 、 第 10 条 第 １ 項      に 規 定 す る 標 識 を 設 置 し 
     

 な い 者 に 対 し 、 期 限 を 付 し て 標 識 を 設 置 す る よ う 命 ず る こ と が で 

き る 。 

２  市 長 は 、 第 11 条 の 規 定 に よ る 説 明 を 行 わ な い 者 に 対 し 、 期 限 を 
   

 付 し て 説 明 す る よ う 命 ず る こ と が で き る 。 
 

３      
  （ 本 文 省 略 ） 
２ 

（ 公 表 ） 

       前 条         
第 28 条  市 長 は 、           の 規 定 に よ る 命 令 を し た 場 
        前 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 

合 に お い て 、 そ の 命 令 を 受 け た 者 が 正 当 な 理 由 な く こ れ に 従 わ な

い と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 建 築 士 及 び 弁 護 士 に よ る 助 言 ） 
 

第 28 条 の ２  横 浜 市 は 、 紛 争 の 未 然 の 防 止 及 び 解 決 の た め に 、 近 隣 
 

 住 民 及 び 周 辺 住 民 の 求 め に 応 じ て 建 築 士 及 び 弁 護 士 に 助 言 を 行 わ 
 

せ る 場 を 設 け る こ と が で き る 。 
 

第 31 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 200,000 円 以 下 の 罰 金

に 処 す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 
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           第 ３ 項 
 (2)  第 27 条 第 １ 項 又 は    の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 
           第 ２ 項 

  （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 


